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第　 5 2 　 号

熊本県指定障害福祉サービス の事業等の人員、 設備及び運営の基準等に関する 条例

等の一部を改正する 条例の制定について

　 熊本県指定障害福祉サービス の事業等の人員、 設備及び運営の基準等に関する 条例等の

一部を改正する 条例を次のよ う に制定する 。

　 　 令和 6 年 2 月 9 日提出

熊本県知事　 蒲　 島　 郁　 夫　 　 　

熊本県指定障害福祉サービス の事業等の人員、 設備及び運営の基準等に関する 条例

等の一部を改正する 条例

（ 熊本県指定障害福祉サービス の事業等の人員、 設備及び運営の基準等に関する 条例の

一部改正）

第 1 条　 熊本県指定障害福祉サービス の事業等の人員、 設備及び運営の基準等に関する 条

例（ 平成 2 4 年熊本県条例第 7 6 号） の一部を次のよ う に改正する 。

　 目次中「 第 1 4 9 条の 4 」 を「 第 1 4 9 条の 5 」 に改める 。

　 第 2 条第 2 項第 6 号中「 、 指定通所支援基準条例第 6 2 条に規定する 指定医療型児童

発達支援の事業」 を削る 。

　 第 7 条ただし 書中「 同一敷地内にある 他の」 を「 当該指定居宅介護事業所以外の」 に

改める 。

　 第 2 6 条中第 4 号を第 5 号と し 、 第 3 号を第 4 号と し 、 第 2 号を第 3 号と し 、 第 1 号

の次に次の 1 号を加える 。

（ 2 ）　 指定居宅介護の提供に当たっては、 利用者が自立し た日常生活又は社会生活を

営むこ と ができ る よ う 、 利用者の意思決定の支援に配慮する こ と 。

　 第 2 7 条第 2 項中「 当該居宅介護計画を」 の次に「 利用者及びその同居の家族並びに

当該利用者又は障害児の保護者に対し て指定計画相談支援（ 法第 5 1 条の 1 7 第 2 項に

規定する 指定計画相談支援をいう 。 以下同じ 。 ） 又は指定障害児相談支援（ 児童福祉法

（ 昭和 2 2 年法律第 1 6 4 号） 第 2 4 条の 2 6 第 2 項に規定する 指定障害児相談支援を

いう 。 ） を行う 者（ 以下「 指定特定相談支援事業者等」 と いう 。 ） に」 を加え、 同条第

3 項中「 居宅介護計画作成後」 を「 第 1 項の居宅介護計画の作成後」 に改める 。

　 第 3 1 条に次の 1 項を加える 。

4 　 サービス 提供責任者は、 業務を行う に当たっては、 利用者の自己決定の尊重を原則

と し た上で、 利用者が自ら 意思を決定する こ と に困難を抱える 場合には、 適切に利用

者への意思決定の支援が行われる よ う 努めなければなら ない。

　 第 4 0 条第 4 項中「 によ り 知事」 の次に「 （ 地方自治法（ 昭和 2 2 年法律第 6 7 号）

第 2 5 2 条の 1 9 第 1 項の指定都市（ 以下「 指定都市」 と いう 。 ） にあっては、 当該指
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定都市の市長。 以下同じ 。 ） 」 を加える 。

　 第 4 6 条ただし 書中「 同一敷地内にある 他の」 を「 当該基準該当居宅介護事業所以外

の」 に改める 。

　 第 5 1 条第 7 項中「 （ 昭和 2 2 年法律第 1 6 4 号） 」 を削り 、 同条第 8 項中「 第 6 条

の 2 の 2 第 3 項」 を「 第 7 条第 2 項」 に改める 。

　 第 5 9 条中第 5 項を第 6 項と し 、 第 2 項から 第 4 項ま でを 1 項ずつ繰り 下げ、 第 1 項

の次に次の 1 項を加える 。

2 　 指定療養介護事業者は、 利用者が自立し た日常生活又は社会生活を営むこ と ができ

る よ う 、 利用者の意思決定の支援に配慮し なければなら ない。

　 第 6 0 条第 1 0 項中「 第 7 項」 を「 第 8 項」 に、 「 第 8 項」 を「 第 9 項」 に改め、 同

項を同条第 1 1 項と し 、 同条第 9 項を同条第 1 0 項と し 、 同条第 8 項を同条第 9 項と し 、

同条第 7 項中「 利用者」 の次に「 及び指定特定相談支援事業者等」 を加え、 同項を同条

第 8 項と し 、 同条第 6 項中「 第 4 項」 を「 第 5 項」 に改め、 同項を同条第 7 項と し 、 同

条第 5 項中「 利用者」 を「 利用者及び当該利用者」 に改め、 「 開催し 」 の次に「 、 当該

利用者の生活に対する 意向等を改めて確認する と と も に」 を加え、 同項を同条第 6 項と

し 、 同条第 4 項を同条第 5 項と し 、 同条第 3 項を同条第 4 項と し 、 同条第 2 項中「 行い」

を「 行う と と も に、 利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮し つつ」 に改め、

同項の次に次の 1 項を加える 。

3 　 サービス 管理責任者は、 アセス メ ント に当たっては、 利用者が自ら 意思を決定する

こ と に困難を抱える 場合には、 適切に意思決定の支援を行う ため、 当該利用者の意思

及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握し なければなら ない。

　 　 第 6 1 条に次の 1 項を加える 。

2 　 サービス 管理責任者は、 業務を行う に当たっては、 利用者の自己決定の尊重を原則

と し た上で、 利用者が自ら 意思を決定する こ と に困難を抱える 場合には、 適切に利用

者への意思決定の支援が行われる よ う 努めなければなら ない。

　 第 8 0 条中「 又は作業療法士」 を「 、 作業療法士又は言語聴覚士」 に改める 。

　 第 8 7 条の 2 第 1 項中「 障害者就業・ 生活支援センタ ー」 の次に「 （ 障害者の雇用の

促進等に関する 法律（ 昭和 3 5 年法律第 1 2 3 号） 第 2 7 条第 2 項に規定する 障害者就

業・ 生活支援センタ ーをいう 。 以下同じ 。 ） 」 を加える 。

　 第 9 5 条の 4 第 1 号及び第 2 号中「 第 1 4 9 条の 3 」 を「 第 1 4 9 条の 4 」 に改める 。

　 第 1 0 6 条中第 5 項を第 6 項と し 、 第 2 項から 第 4 項ま でを 1 項ずつ繰り 下げ、 第 1

項の次に次の 1 項を加える 。

2 　 指定短期入所事業者は、 利用者が自立し た日常生活又は社会生活を営むこ と ができ

る よ う 、 利用者の意思決定の支援に配慮し なければなら ない。
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　 第 1 2 0 条中第 5 項を第 6 項と し 、 第 2 項から 第 4 項ま でを 1 項ずつ繰り 下げ、 第 1

項の次に次の 1 項を加える 。

2 　 指定重度障害者等包括支援事業者は、 利用者が自立し た日常生活又は社会生活を営

むこ と ができ る よ う 、 利用者の意思決定の支援に配慮し なければなら ない。

　 第 1 2 1 条第 2 項中「 当該重度障害者等包括支援計画を」 の次に「 利用者及びその同

居の家族並びに指定特定相談支援事業者等に」 を加える 。

　 第 1 2 3 条中「 、 第 3 0 条」 を「 から 第 3 1 条ま で」 に改める 。

　 第 1 4 3 条中「 又は作業療法士」 を「 、 作業療法士又は言語聴覚士」 に改める 。

　 第 1 4 9 条中「 同条第 8 項」 を「 同条第 9 項」 に改める 。

　 第 8 章第 5 節中第 1 4 9 条の 4 を第 1 4 9 条の 5 と し 、 第 1 4 9 条の 3 を第 1 4 9 条

の 4 と し 、 第 1 4 9 条の 2 の次に次の 1 条を加える 。

（ 共生型自立訓練（ 機能訓練） の事業を行う 指定通所リ ハビリ テーショ ン事業者の基

準）

第 1 4 9 条の 3 　 共生型自立訓練（ 機能訓練） の事業を行う 指定通所リ ハビリ テーショ

ン事業者（ 指定居宅サービス 等基準条例第 1 3 8 条第 1 項に規定する 指定通所リ ハビ

リ テーショ ン事業者をいう 。 以下同じ 。 ） が当該事業に関し て満たすべき 基準は、 次

のと おり と する 。

（ 1 ）　 指定通所リ ハビリ テーショ ン事業所（ 指定居宅サービス 等基準条例第 1 3 8 条

第 1 項に規定する 指定通所リ ハビリ テーショ ン事業所をいう 。 以下同じ 。 ） の専用

の部屋等の面積（ 当該指定通所リ ハビリ テーショ ン事業所が介護老人保健施設（ 介

護保険法（ 平成 9 年法律第 1 2 3 号） 第 8 条第 2 8 項に規定する 介護老人保健施設

をいう 。 ） 又は介護医療院（ 同条第 2 9 項に規定する 介護医療院をいう 。 ） である

場合にあっては、 当該専用の部屋等の面積に利用者用に確保さ れている 食堂（ リ ハ

ビリ テーショ ンに供用さ れる も のに限る 。 ） の面積を加える も のと する 。 第 1 5 0

条第 2 号において同じ 。 ） を、 指定通所リ ハビリ テーショ ン（ 指定居宅サービス 等

基準条例第 1 3 7 条に規定する 指定通所リ ハビリ テーショ ンをいう 。 以下同じ 。 ）

の利用者の数と 共生型自立訓練（ 機能訓練） の利用者の数の合計数で除し て得た面

積が 3 平方メ ート ル以上である こ と 。

（ 2 ）　 指定通所リ ハビリ テーショ ン事業所の従業者の員数が、 当該指定通所リ ハビリ

テーショ ン事業所が提供する 指定通所リ ハビリ テーショ ンの利用者の数を指定通所

リ ハビリ テーショ ンの利用者の数及び共生型自立訓練（ 機能訓練） の利用者の数の

合計数である と し た場合における 当該指定通所リ ハビリ テーショ ン事業所と し て必

要と さ れる 数以上である こ と 。

（ 3 ）　 共生型自立訓練（ 機能訓練） の利用者に対し て適切なサービス を提供する ため、
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指定自立訓練（ 機能訓練） 事業所その他の関係施設から 必要な技術的支援を受けて

いる こ と 。

　 第 1 5 0 条中「 基準該当障害福祉サービス （ 」 の次に「 第 1 5 0 条の 3 に規定する 病

院等基準該当自立訓練（ 機能訓練） 及び第 2 0 4 条に規定する 特定基準該当自立訓練（

機能訓練） を除く 。 」 を加え、 同条第 1 号中「 指定通所介護事業者等」 の次に「 又は指

定通所リ ハビリ テーショ ン事業者」 を、 「 指定通所介護等」 の次に「 又は指定通所リ ハ

ビリ テーショ ン」 を加え、 同条第 2 号中「 機能訓練室」 の次に「 又は指定通所リ ハビリ

テーショ ン事業所の専用の部屋等」 を、 「 指定通所介護等」 の次に「 又は指定通所リ ハ

ビリ テーショ ン」 を加え、 同条第 3 号中「 指定通所介護事業所等」 の次に「 又は指定通

所リ ハビリ テーショ ン事業所」 を、 「 指定通所介護等」 の次に「 又は指定通所リ ハビリ

テーショ ン」 を加える 。

　 第 1 5 0 条の 2 の次に次の 1 条を加える 。

（ 病院又は診療所における 基準該当障害福祉サービス （ 自立訓練） に関する 基準）

第 1 5 0 条の 3 　 地域において自立訓練（ 機能訓練） が提供さ れていないこ と 等によ り

自立訓練（ 機能訓練） を受ける こ と が困難な障害者に対し て病院又は診療所（ 以下「

病院等基準該当自立訓練（ 機能訓練） 事業者」 と いう 。 ） が行う 自立訓練（ 機能訓練）

に係る 基準該当障害福祉サービス （ 以下こ の条において「 病院等基準該当自立訓練（

機能訓練） 」 と いう 。 ） に関し て病院等基準該当自立訓練（ 機能訓練） 事業者が満た

すべき 基準は、 次のと おり と する 。

（ 1 ）　 病院等基準該当自立訓練（ 機能訓練） を行う 事業所（ 次号において「 病院等基

準該当自立訓練（ 機能訓練） 事業所」 と いう 。 ） の専用の部屋等の面積を、 病院等

基準該当自立訓練（ 機能訓練） を受ける 利用者の数で除し て得た面積が 3 平方メ ー

ト ル以上である こ と 。

（ 2 ）　 病院等基準該当自立訓練（ 機能訓練） 事業所ごと に、 管理者及び次のア又はイ

に掲げる 場合の区分に応じ て当該ア又はイ に掲げる 基準を満たす人員を配置し てい

る こ と 。

ア　 利用者の数が 1 0 人以下の場合　 専ら 当該病院等基準該当自立訓練（ 機能訓練）

の提供に当たる 理学療法士、 作業療法士若し く は言語聴覚士又は看護職員若し く

は介護職員が 1 以上確保さ れている こ と 。

イ 　 利用者の数が 1 0 人を超える 場合　 専ら 当該病院等基準該当自立訓練（ 機能訓

練） の提供に当たる 理学療法士、 作業療法士若し く は言語聴覚士又は看護職員若

し く は介護職員が、 利用者の数を 1 0 で除し た数以上確保さ れている こ と 。

（ 3 ）　 病院等基準該当自立訓練（ 機能訓練） を受ける 利用者に対し て適切なサービス

を提供する ため、 指定自立訓練（ 機能訓練） 事業所その他の関係施設から 必要な技
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術的支援を受けている こ と 。

　 第 1 5 9 条中「 同条第 8 項」 を「 同条第 9 項」 に改める 。

　 第 1 6 8 条第 2 項中「 （ 障害者の雇用の促進等に関する 法律（ 昭和 3 5 年法律第 1 2

3 号） 第 2 7 条第 2 項に規定する 障害者就業・ 生活支援センタ ーをいう 。 以下同じ 。 ） 」

を削る 。

　 第 1 7 2 条中「 同条第 8 項」 を「 同条第 9 項」 に改める 。

　 第 1 9 0 条中「 第 1 4 7 条」 の次に「 、 第 1 8 0 条第 6 項」 を加え、 「 第 1 8 1 条第

1 項」 を「 第 1 8 0 条第 6 項中「 賃金及び工賃」 と ある のは「 第 1 8 9 条第 1 項の工賃」

と 、 第 1 8 1 条第 1 項」 に改める 。

　 第 1 9 4 条中「 第 1 4 7 条」 の次に「 、 第 1 8 0 条第 6 項」 を加え、 「 第 1 8 1 条第

1 項」 を「 第 1 8 0 条第 6 項中「 賃金及び工賃」 と ある のは「 第 1 9 3 条第 1 項の工賃」

と 、 第 1 8 1 条第 1 項」 に改める 。

　 第 1 9 4 条の 6 に次の 1 項を加える 。

2 　 サービス 管理責任者は、 業務を行う に当たっては、 利用者の自己決定の尊重を原則

と し た上で、 利用者が自ら 意思を決定する こ と に困難を抱える 場合には、 適切に利用

者への意思決定の支援が行われる よ う 努めなければなら ない。

　 第 1 9 4 条の 7 中「 過去 3 年間において平均 1 人以上、 通常の事業所に新たに障害者

を雇用さ せている 生活介護等に係る 指定障害福祉サービス 事業者」 を「 生活介護等に係

る 指定障害福祉サービス 事業者であって、 過去 3 年以内に当該事業者の事業所の 3 人以

上の利用者が新たに通常の事業所に雇用さ れたも の又は障害者就業・ 生活支援センタ ー」

に改める 。

　 第 1 9 4 条の 1 4 第 1 項第 2 号ア及びイ を次のよ う に改める 。

ア　 サービス 管理責任者が常勤である 場合　 次の（ ア） 又は（ イ ） に掲げる 利用者

の数の区分に応じ 、 それぞれ（ ア） 又は（ イ ） に掲げる 数

（ ア） 　 利用者の数が 6 0 以下　 1 以上

（ イ ） 　 利用者の数が 6 1 以上　 利用者の数から 6 0 を控除し て得た数を 6 0 で

除し て得た数（ その数に 1 に満たない端数が生じ た場合は、 こ れを切り 上げる

　 に 1 を加えて得た数以上

イ 　 ア以外の場合　 次の（ ア） 又は（ イ ） に掲げる 利用者の数の区分に応じ 、 それ

ぞれ（ ア） 又は（ イ ） に掲げる 数

（ ア） 　 利用者の数が 3 0 以下　 1 以上

（ イ ） 　 利用者の数が 3 1 以上　 利用者の数から 3 0 を控除し て得た数を 3 0 で

除し て得た数（ その数に 1 に満たない端数が生じ た場合は、 こ れを切り 上げる

　 に 1 を加えて得た数以上

。）

。）
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　 第 1 9 4 条の 1 4 中第 4 項を第 6 項と し 、 第 3 項を第 5 項と し 、 第 2 項の次に次の 2

項を加える 。

3 　 指定自立生活援助事業者が指定地域移行支援事業者（ 障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援する ための法律に基づく 指定地域相談支援の事業の人員及び運営に

関する 基準（ 平成 2 4 年厚生労働省令第 2 7 号。 以下こ の条において「 指定地域相談

支援基準」 と いう 。 ） 第 2 条第 3 項に規定する 指定地域移行支援事業者をいう 。 ） の

指定を併せて受け、 かつ、 指定自立生活援助の事業と 指定地域移行支援（ 指定地域相

談支援基準第 1 条第 1 1 号に規定する 指定地域移行支援をいう 。 ） の事業を同一の事

業所において一体的に運営し ている 場合にあっては、 指定地域相談支援基準第 3 条の

規定によ り 当該事業所に配置さ れた相談支援専門員（ 同条第 2 項に規定する 相談支援

専門員をいう 。 以下同じ 。 ） を第 1 項第 2 号の規定によ り 有し なければなら ないサー

ビス 管理責任者と みなすこ と ができ る 。

4 　 指定自立生活援助事業者が指定地域定着支援事業者（ 指定地域相談支援基準第 3 9

条第 3 項に規定する 指定地域定着支援事業者をいう 。 ） の指定を併せて受け、 かつ、

指定自立生活援助の事業と 指定地域定着支援（ 指定地域相談支援基準第 1 条第 1 2 号

に規定する 指定地域定着支援をいう 。 ） の事業を同一の事業所において一体的に運営

し ている 場合にあっては、 指定地域相談支援基準第 4 0 条において準用する 指定地域

相談支援基準第 3 条の規定によ り 当該事業所に配置さ れた相談支援専門員を第 1 項第

2 号の規定によ り 有し なければなら ないサービス 管理責任者と みなすこ と ができ る 。

　 第 1 9 4 条の 1 7 を次のよ う に改める 。

　 第 1 9 4 条の 1 7 　 削除

　 第 1 9 4 条の 1 8 の見出し 中「 訪問」 を「 訪問等」 に改め、 同条中「 おおむね週に 1

回以上、 」 を「 定期的に」 に改め、 「 によ り 、 」 の次に「 又はテレ ビ電話装置等を活用

し て、 」 を加える 。

　 第 1 9 4 条の 2 0 中「 第 6 0 条中」 を「 第 5 9 条第 1 項中「 次条第 1 項」 と ある のは

「 第 1 9 4 条の 2 0 において準用する 次条第 1 項」 と 、 「 療養介護計画」 と ある のは「

自立生活援助計画」 と 、 第 6 0 条中」 に、 「 同条第 8 項」 を「 同条第 9 項」 に改める 。

　 第 1 9 5 条中「 又は食事の介護」 を「 若し く は食事の介護」 に改め、 「 効果的に」 の

次に「 行い、 又はこ れに併せて、 居宅における 自立し た日常生活への移行を希望する 入

居者につき 当該日常生活への移行及び移行後の定着に関する 相談への対応、 住居の確保

に係る 援助その他居宅における 自立し た日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援

助を適切かつ効果的に」 を加える 。

　 第 1 9 8 条の 2 第 3 項中「 援助を」 の次に「 行い、 又はこ れに併せて居宅における 自

立し た日常生活への移行後の定着に必要な援助を」 を加える 。



42

　 第 1 9 8 条の 5 中第 6 項を第 7 項と し 、 第 2 項から 第 5 項ま でを 1 項ずつ繰り 下げ、

第 1 項の次に次の 1 項を加える 。

2 　 指定共同生活援助事業者は、 利用者が自立し た日常生活又は社会生活を営むこ と が

でき る よ う 、 利用者の意思決定の支援に配慮し なければなら ない。

　 第 1 9 8 条の 6 に次の 1 項を加える 。

2 　 サービス 管理責任者は、 業務を行う に当たっては、 利用者の自己決定の尊重を原則

と し た上で、 利用者が自ら 意思を決定する こ と に困難を抱える 場合には、 適切に利用

者への意思決定の支援が行われる よ う 努めなければなら ない。

　 第 1 9 8 条の 6 の次に次の 1 条を加える 。

　 　 （ 地域と の連携等）

第 1 9 8 条の 7 　 指定共同生活援助事業者は、 指定共同生活援助の提供に当たっては、

地域住民と 連携し 、 又はその自発的な活動等に協力する 等地域と の交流を図ら なけれ

ばなら ない。

2 　 指定共同生活援助事業者は、 利用者が地域住民と 交流でき る 機会を確保する よ う 努

めなければなら ない。

3 　 指定共同生活援助事業者は、 指定共同生活援助の提供に当たっては、 利用者及びそ

の家族、 地域住民の代表者、 共同生活援助について知見を有する 者並びに市町村の担

当者等によ り 構成さ れる 協議会（ テレ ビ電話装置等を活用し て行う こ と ができ る も の

と する 。 以下こ の条及び第 2 0 1 条の 1 0 において「 地域連携推進会議」 と いう 。 ）

を開催し 、 おおむね 1 年に 1 回以上、 地域連携推進会議において、 事業の運営に係る

状況を報告する と と も に、 必要な要望、 助言等を聴く 機会を設けなければなら ない。

4 　 指定共同生活援助事業者は、 地域連携推進会議の開催のほか、 おおむね 1 年に 1 回

以上、 当該地域連携推進会議の構成員が指定共同生活援助事業所を見学する 機会を設

けなければなら ない。

5 　 指定共同生活援助事業者は、 第 3 項の報告、 要望、 助言等についての記録を作成す

る と と も に、 当該記録を公表し なければなら ない。

6 　 前 3 項の規定は、 指定共同生活援助事業者がその提供する 指定共同生活援助の質に

係る 外部の者によ る 評価及び当該評価の実施状況の公表又はこ れに準ずる 措置と し て

知事が定める も のを講じ ている 場合には、 適用し ない。

　 第 2 0 0 条の 4 に次の 2 項を加える 。

3 　 指定共同生活援助事業者は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する 医療に関する

法律（ 平成 1 0 年法律第 1 1 4 号） 第 6 条第 1 7 項に規定する 第二種協定指定医療機

関（ 次項において「 第二種協定指定医療機関」 と いう 。 ） と の間で、 新興感染症（ 同

条第 7 項に規定する 新型イ ンフ ルエンザ等感染症、 同条第 8 項に規定する 指定感染症
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又は同条第 9 項に規定する 新感染症をいう 。 次項において同じ 。 ） の発生時等の対応

を取り 決める よ う に努めなければなら ない。

4 　 指定共同生活援助事業者は、 協力医療機関が第二種協定指定医療機関である 場合に

おいては、 当該第二種協定指定医療機関と の間で、 新興感染症の発生時等の対応につ

いて協議を行わなければなら ない。

　 第 2 0 1 条中「 、 第 7 6 条」 を削る 。

　 第 2 0 1 条の 2 中「 入浴、 排せつ、 食事の介護その他の日常生活上の援助」 を「 相談

への対応、 入浴、 排せつ若し く は食事の介護その他の日常生活上の援助又はこ れに併せ

て行われる 居宅における 自立し た日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助」 に

改める 。

　 第 2 0 1 条の 3 中「 相談、 入浴、 排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助」

を「 相談への対応、 入浴、 排せつ若し く は食事の介護その他の日常生活上の援助又はこ

れに併せて行われる 居宅における 自立し た日常生活への移行及び移行後の定着に必要な

援助」 に改める 。

　 第 2 0 1 条の 1 0 の見出し を「 （ 地域と の連携等） 」 に改め、 同条第 2 項中「 前項の」

の次に「 協議会等における 」 を加え、 同項を同条第 8 項と し 、 同条第 1 項中「 、 日中サ

ービス 支援型指定共同生活援助の提供に当たっては」 を削り 、 「 都道府県知事」 を「 知

事」 に改め、 「 実施状況」 の次に「 及び第 3 項の報告、 要望、 助言等の内容又は前項の

評価の結果」 を加え、 同項を同条第 7 項と し 、 同条に第 1 項から 第 6 項ま でと し て次の

6 項を加える 。

　 日中サービス 支援型指定共同生活援助事業者は、 日中サービス 支援型指定共同生活

援助の提供に当たっては、 地域住民と 連携し 、 又はその自発的な活動等に協力する 等

地域と の交流を図ら なければなら ない。

2 　 日中サービス 支援型指定共同生活援助事業者は、 利用者が地域住民と 交流でき る 機

会を確保する よ う 努めなければなら ない。

3 　 日中サービス 支援型指定共同生活援助事業者は、 日中サービス 支援型指定共同生活

援助の提供に当たっては、 地域連携推進会議を開催し 、 おおむね 1 年に 1 回以上、 地

域連携推進会議において、 事業の運営に係る 状況を報告する と と も に、 必要な要望、

助言等を聴く 機会を設けなければなら ない。

4 　 日中サービス 支援型指定共同生活援助事業者は、 地域連携推進会議の開催のほか、

おおむね 1 年に 1 回以上、 当該地域連携推進会議の構成員が日中サービス 支援型指定

共同生活援助事業所を見学する 機会を設けなければなら ない。

5 　 日中サービス 支援型指定共同生活援助事業者は、 第 3 項の報告、 要望、 助言等につ

いての記録を作成する と と も に、 当該記録を公表し なければなら ない。
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6 　 前 3 項の規定は、 日中サービス 支援型指定共同生活援助事業者がその提供する 日中

サービス 支援型指定共同生活援助の質に係る 外部の者によ る 評価及び当該評価の実施

状況の公表又はこ れに準ずる 措置と し て知事が定める も の（ 次項に規定する も のを除

く 。 ） を講じ ている 場合には、 適用し ない。

　 第 2 0 1 条の 1 1 中「 、 第 7 6 条」 を削る 。

　 第 2 0 1 条の 1 2 中「 相談その他の日常生活上の援助」 を「 相談への対応その他の日

常生活上の援助又はこ れに併せて行われる 居宅における 自立し た日常生活への移行及び

移行後の定着に必要な援助」 に改める 。

　 第 2 0 1 条の 1 3 中「 及び食事の介護」 を「 若し く は食事の介護」 に改め、 「 日常生

活上の援助」 の次に「 又はこ れに併せて行われる 居宅における 自立し た日常生活への移

行及び移行後の定着に必要な援助」 を加える 。

　 第 2 0 1 条の 2 2 中「 、 第 7 6 条」 を削る 。

　 第 2 0 2 条第 1 項中「 、 指定医療型児童発達支援事業所（ 指定通所支援基準条例第 6

3 条に規定する 指定医療型児童発達支援事業所をいう 。 ） 」 を削り 、 同条第 2 項中「 、

指定医療型児童発達支援事業所」 を削る 。

　 第 2 0 5 条第 1 項第 3 号及び同条第 2 項中「 又は作業療法士」 を「 、 作業療法士又は

言語聴覚士」 に改める 。

　 第 2 0 6 条ただし 書中「 他の職務に従事」 の次に「 さ せ、 又は当該特定基準該当障害

福祉サービス 事業所以外の事業所、 施設等の職務に従事」 を加える 。

　 第 2 0 8 条第 1 項中「 同条第 8 項」 を「 同条第 9 項」 に改める 。

　 第 2 0 9 条第 1 項中「 第 1 4 9 条の 4 」 を「 第 1 4 9 条の 5 」 に改める 。

　 附則第 1 0 項中「 同条第 4 項」 を「 同条第 5 項」 に改める 。

　 附則第 1 3 項及び第 1 4 項中「 令和 6 年 3 月 3 1 日」 を「 令和 9 年 3 月 3 1 日」 に改

める 。

第 2 条　 熊本県指定障害福祉サービス の事業等の人員、 設備及び運営の基準等に関する 条

例の一部を次のよ う に改正する 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 「 第 9 章の 2 　 就労選択支援

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 第 1 節　 基本方針（ 第 1 6 1 条の 2 ）

　 　
目次中「 第 1 0 章　 就労移行支援」 を

　 　 第 2 節　 人員に関する 基準（ 第 1 6 1 条の

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 第 3 節　 設備に関する 基準（ 第 1 6 1 条の

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 第 4 節　 運営に関する 基準（ 第 1 6 1 条の

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 第 1 0 章　 就労移行支援
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3 ・ 第 1 6 1 条の 4 ）
　 に改める 。

5 ）

6 －第 1 6 1 条の 9 ）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 」

　 第 3 条第 1 項中「 及び第 7 章から 」 を「 、 第 8 章、 第 9 章及び第 1 0 章から 」 に改め

る 。

　 第 9 章の次に次の 1 章を加える 。

　 　 　 　 第 9 章の 2 　 就労選択支援

　 　 　 　 　 第 1 節　 基本方針

第 1 6 1 条の 2 　 就労選択支援に係る 指定障害福祉サービス （ 以下「 指定就労選択支援」

と いう 。 ） の事業は、 利用者が自立し た日常生活又は社会生活を営むこ と ができ る よ

う 、 施行省令第 6 条の 7 の 2 に規定する 者につき 、 短期間の生産活動その他の活動の

機会の提供を通じ て、 就労に関する 適性、 知識及び能力の評価並びに施行省令第 6 条

の 7 の 3 に規定する 事項の整理を行い、 又はこ れに併せて、 当該評価及び当該整理の

結果に基づき 、 施行省令第 6 条の 7 の 4 に規定する 便宜を適切かつ効果的に供与する

も のでなければなら ない。

　 　 　 　 　 第 2 節　 人員に関する 基準

　 　 （ 従業者の員数）

第 1 6 1 条の 3 　 指定就労選択支援の事業を行う 者（ 以下「 指定就労選択支援事業者」

と いう 。 ） が当該事業を行う 事業所（ 以下「 指定就労選択支援事業所」 と いう 。 ） に

有し なければなら ない就労選択支援員（ 指定就労選択支援の提供に当たる 者と し て厚

生労働大臣が定める 者をいう 。 以下同じ 。 ） の数は、 指定就労選択支援事業所ごと に、

常勤換算方法で、 利用者の数を 1 5 で除し た数以上と する 。

2 　 前項の利用者の数は、 前年度の平均値と する 。 ただし 、 新規に指定を受ける 場合は、

推定数によ る 。

3 　 第 1 項に規定する 指定就労選択支援事業所の就労選択支援員は、 専ら 当該指定就労

選択支援事業所の職務に従事する 者でなければなら ない。 ただし 、 利用者の支援に支

障がない場合はこ の限り でない。

　 　 （ 準用）

　 第 1 6 1 条の 4 　 第 5 2 条の規定は、 指定就労選択支援の事業について準用する 。

　 　 　 　 　 第 3 節　 設備に関する 基準

　 　 （ 準用）

　 第 1 6 1 条の 5 　 第 8 3 条の規定は、 指定就労選択支援の事業について準用する 。

　 　 　 　 　 第 4 節　 運営に関する 基準
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　 　 （ 実施主体）

第 1 6 1 条の 6 　 指定就労選択支援事業者は、 就労移行支援又は就労継続支援に係る 指

定障害福祉サービス を行う 事業者であって、 過去 3 年以内に当該事業者の事業所の 3

人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用さ れたも のその他のこ れら と 同等の障害

者に対する 就労支援の経験及び実績を有する と 知事が認める 事業者でなければなら な

い。

　 　 （ 評価及び整理の実施）

第 1 6 1 条の 7 　 指定就労選択支援事業者は、 短期間の生産活動その他の活動の機会を

通じ て、 就労に関する 適性、 知識及び能力の評価並びに施行省令第 6 条の 7 の 3 に規

定する 事項の整理（ 以下こ の節において「 アセス メ ント 」 と いう 。 ） を行う も のと す

る 。

2 　 障害者就業・ 生活支援センタ ーその他の機関がアセス メ ント と 同様の評価及び整理

を実施し た場合には、 指定就労選択支援事業者は、 当該同様の評価及び整理をも って、

アセス メ ント の実施に代える こ と ができ る 。 こ の場合において、 指定就労選択支援事

業者は、 次項の規定によ る 会議の開催、 アセス メ ント の結果の作成又は指定障害福祉

サービス 事業者その他の関係機関と の連絡調整に当たり 、 当該障害者就業・ 生活支援

センタ ーその他の機関に対し 、 当該会議への参加その他の必要な協力を求める こ と が

でき る 。

3 　 指定就労選択支援事業者は、 アセス メ ント の結果の作成に当たり 、 利用者及び市町

村、 指定特定相談支援事業者等、 公共職業安定所その他の関係機関の担当者等を招集

し て会議（ テレ ビ電話装置等を活用し て行う こ と ができ る も のと する 。 ） を開催し 、

当該利用者の就労に関する 意向を改めて確認する と と も に、 当該担当者等に意見を求

める も のと する 。

4 　 指定就労選択支援事業者は、 アセス メ ント の結果を作成し たと き は、 当該結果に係

る 情報を利用者及び指定特定相談支援事業者等に提供し なければなら ない。

　 　 （ 関係機関と の連絡調整等の実施）

第 1 6 1 条の 8 　 指定就労選択支援事業者は、 アセス メ ント の結果を踏ま え、 必要に応

じ て公共職業安定所、 障害者就業・ 生活支援センタ ーその他の関係機関と の連絡調整

を行わなければなら ない。

2 　 指定就労選択支援事業者は、 法第 8 9 条の 3 第 1 項に規定する 協議会への定期的な

参加、 公共職業安定所への訪問等によ り 、 地域における 就労支援に係る 社会資源、 雇

用に関する 事例等に関する 情報の収集に努める と と も に、 利用者に対し て進路選択に

資する 情報を提供する よ う 努めなければなら ない。

　 　 （ 準用）
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第 1 6 1 条の 9 　 第 1 0 条から 第 2 1 条ま で、 第 2 4 条、 第 2 9 条、 第 3 4 条の 2 、 第

3 6 条の 2 から 第 4 2 条ま で、 第 5 9 条、 第 6 2 条、 第 6 8 条、 第 7 0 条から 第 7 2

条ま で、 第 7 6 条、 第 7 7 条（ 第 2 項第 1 号を除く 。 ） 、 第 8 6 条、 第 8 7 条、 第 8

　 8 条から 第 9 4 条ま で、 第 1 4 6 条及び第 1 5 7 条の 2 の規定は、 指定就労選択支援

の事業について準用する 。 こ の場合において、 第 1 0 条第 1 項中「 第 3 2 条」 と ある

のは「 第 1 6 1 条の 9 において準用する 第 9 1 条」 と 、 第 2 1 条第 2 項中「 次条第 1

項」 と ある のは「 第 1 6 1 条の 9 において準用する 第 1 4 6 条第 1 項」 と 、 第 2 4 条

第 2 項中「 第 2 2 条第 2 項」 と ある のは「 第 1 6 1 条の 9 において準用する 第 1 4 6

条第 2 項」 と 、 第 5 9 条第 1 項中「 次条第 1 項に規定する 療養介護計画に基づき 、 利

用者の心身の状況等に応じ て」 と ある のは「 利用者の心身の状況等に応じ て」 と 、 第

7 7 条第 2 項第 2 号中「 第 5 5 条第 1 項」 と ある のは「 第 1 6 1 条の 9 において準用

する 第 2 0 条第 1 項」 と 、 同項第 3 号中「 第 6 7 条」 と ある のは「 第 1 6 1 条の 9 に

おいて準用する 第 9 0 条」 と 、 同項第 4 号から 第 6 号ま での規定中「 次条」 と ある の

は「 第 1 6 1 条の 9 」 と 、 第 9 1 条中「 第 9 4 条第 1 項」 と ある のは「 第 1 6 1 条の

9 において準用する 第 9 4 条第 1 項」 と 、 第 9 4 条第 1 項中「 前条」 と ある のは「 第

1 6 1 条の 9 において準用する 前条」 と 、 第 1 5 7 条の 2 第 1 項中「 指定宿泊型自立

訓練を受ける 者及び基準省令第 1 7 0 条の 2 第 1 項に規定する 厚生労働大臣が定める

も のに限る 。 」 と ある のは「 基準省令第 1 7 3 条の 9 において読み替えて準用する 基

準省令第 1 7 0 条の 2 第 1 項に規定する 厚生労働大臣が定める も のに限る 。 以下こ の

項において同じ 。 」 と 、 同条第 2 項中「 指定宿泊型自立訓練を受ける 者及び基準省令

第 1 7 0 条の 2 第 2 項に規定する 厚生労働大臣が定める 者」 と ある のは「 基準省令第

1 7 3 条の 9 において読み替えて準用する 基準省令第 1 7 0 条の 2 第 2 項に規定する

厚生労働大臣が定める 者」 と 読み替える も のと する 。

　 第 1 6 8 条第 2 項中「 （ 障害者の雇用の促進等に関する 法律（ 昭和 3 5 年法律第 1 2

3 号） 第 2 7 条第 2 項に規定する 障害者就業・ 生活支援センタ ーをいう 。 以下同じ 。 ） 」

を削る 。

　 第 1 7 1 条の次に次の 1 条を加える 。

　 　 （ 就労選択支援に関する 情報提供）

第 1 7 1 条の 2 　 指定就労移行支援事業者は、 利用者に対し 、 指定計画相談支援を行う

者と 連携し 、 定期的に就労選択支援に関する 情報提供を行う も のと する 。

　 第 1 8 5 条中「 及び第 1 4 7 条」 を「 、 第 1 4 7 条及び第 1 7 1 条の 2 」 に改める 。

　 　 第 1 9 0 条及び第 1 9 4 条中「 第 1 4 7 条」 の次に「 、 第 1 7 1 条の 2 」 を加える 。

　 （ 熊本県指定障害者支援施設の人員、 設備及び運営の基準等に関する 条例の一部改正）

第 3 条　 熊本県指定障害者支援施設の人員、 設備及び運営の基準等に関する 条例（ 平成 2
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　 4 年熊本県条例第 7 7 号） の一部を次のよ う に改正する 。

　 　 第 3 条に次の 2 項を加える 。

4 　 指定障害者支援施設は、 利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮し つつ、

利用者の地域生活への移行に関する 意向を把握し 、 当該意向を定期的に確認する と と

も に、 法第 7 7 条第 3 項各号に掲げる 事業を行う 者又は一般相談支援事業若し く は特

定相談支援事業を行う 者と 連携を図り つつ、 利用者の希望に沿って地域生活への移行

に向けた措置を講じ なければなら ない。

5 　 指定障害者支援施設は、 利用者の当該指定障害者支援施設以外における 指定障害福

祉サービス 等の利用状況等を把握する と と も に、 利用者の自己決定の尊重及び意思決

定の支援に配慮し つつ、 利用者の当該指定障害者支援施設以外における 指定障害福祉

サービス 等の利用に関する 意向を定期的に確認し 、 一般相談支援事業又は特定相談支

援事業を行う 者と 連携を図り つつ、 必要な援助を行わなければなら ない。

　 第 5 条中「 又は作業療法士」 を「 、 作業療法士又は言語聴覚士」 に改める 。

　 第 2 6 条中第 5 項を第 6 項と し 、 第 2 項から 第 4 項ま でを 1 項ずつ繰り 下げ、 第 1 項

の次に次の 1 項を加える 。

2 　 指定障害者支援施設は、 利用者が自立し た日常生活又は社会生活を営むこ と ができ

る よ う 、 利用者の意思決定の支援に配慮し なければなら ない。

　 第 2 7 条第 1 0 項中「 第 7 項」 を「 第 8 項」 に、 「 第 8 項」 を「 第 9 項」 に改め、 同

項を同条第 1 1 項と し 、 同条第 9 項を同条第 1 0 項と し 、 同条第 8 項を同条第 9 項と し 、

同条第 7 項中「 利用者」 の次に「 及び当該利用者に対し て指定計画相談支援（ 法第 5 1

条の 1 7 第 2 項に規定する 指定計画相談支援をいう 。 ） を行う 者」 を加え、 同項を同条

第 8 項と し 、 同条第 6 項中「 第 4 項」 を「 第 5 項」 に改め、 同項を同条第 7 項と し 、 同

条第 5 項中「 利用者」 の次に「 及び当該利用者」 を、 「 担当者等」 の次に「 （ 地域移行

等意向確認担当者を含む。 ） 」 を、 「 開催し 」 の次に「 、 当該利用者の生活に対する 意

向等を改めて確認する と と も に」 を加え、 同項を同条第 6 項と し 、 同条第 4 項を同条第

5 項と し 、 同条第 3 項を同条第 4 項と し 、 同条第 2 項中「 行い」 を「 行う と と も に、 利

用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮し つつ」 に改め、 同項に後段と し て次

のよ う に加える 。

　 こ の場合において、 サービス 管理責任者は、 第 2 8 条の 3 第 1 項の地域移行等意向

確認担当者（ 以下「 地域移行等意向確認担当者」 と いう 。 ） が把握し た利用者の地域

生活への移行に関する 意向等を踏ま える も のと する 。

　 　 第 2 7 条第 2 項の次に次の 1 項を加える 。

3 　 サービス 管理責任者は、 アセス メ ント に当たっては、 利用者が自ら 意思を決定する

こ と に困難を抱える 場合には、 適切に意思決定の支援を行う ため、 当該利用者の意思
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及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握し なければなら ない。

　 第 2 8 条に次の 1 項を加える 。

2 　 サービス 管理責任者は、 業務を行う に当たっては、 利用者の自己決定の尊重を原則

と し た上で、 利用者が自ら 意思を決定する こ と に困難を抱える 場合には、 適切に利用

者への意思決定の支援が行われる よ う 努めなければなら ない。

　 第 2 8 条の次に次の 2 条を加える 。

　 　 （ 地域と の連携等）

第 2 8 条の 2 　 指定障害者支援施設は、 施設障害福祉サービス の提供に当たっては、 地

域住民と 連携し 、 又はその自発的な活動等に協力する 等地域と の交流を図ら なければ

なら ない。

2 　 指定障害者支援施設は、 利用者が地域住民と 交流でき る 機会を確保する よ う 努めな

ければなら ない。

3 　 指定障害者支援施設は、 施設障害福祉サービス の提供に当たっては、 利用者及びそ

の家族、 地域住民の代表者、 施設障害福祉サービス について知見を有する 者並びに市

町村の担当者等によ り 構成さ れる 協議会（ テレ ビ電話装置等を活用し て行う こ と がで

き る も のと する 。 以下こ の条において「 地域連携推進会議」 と いう 。 ） を開催し 、 お

おむね 1 年に 1 回以上、 地域連携推進会議において、 事業の運営に係る 状況を報告す

る と と も に、 必要な要望、 助言等を聴く 機会を設けなければなら ない。

4 　 指定障害者支援施設は、 前項に規定する 地域連携推進会議の開催のほか、 おおむね

1 年に 1 回以上、 地域連携推進会議の構成員が指定障害者支援施設を見学する 機会を

設けなければなら ない。

5 　 指定障害者支援施設は、 第 3 項の報告、 要望、 助言等についての記録を作成する と

と も に、 当該記録を公表し なければなら ない。

6 　 前 3 項の規定は、 指定障害者支援施設がその提供する 施設障害福祉サービス の質に

係る 外部の者によ る 評価及び当該評価の実施状況の公表又はこ れに準ずる 措置と し て

知事が定める も のを講じ ている 場合には、 適用し ない。

　 　 （ 地域移行等意向確認担当者の選任等）

第 2 8 条の 3 　 指定障害者支援施設は、 利用者の地域生活への移行に関する 意向の把握、

利用者の当該指定障害者支援施設以外における 指定障害福祉サービス 等の利用状況等

の把握及び利用者の当該指定障害者支援施設以外における 指定障害福祉サービス 等の

利用に関する 意向の定期的な確認（ 以下こ の条において「 地域移行等意向確認等」 と

いう 。 ） を適切に行う ため、 地域移行等意向確認等に関する 指針を定める と と も に、

地域移行等意向確認担当者を選任し なければなら ない。

2 　 地域移行等意向確認担当者は、 前項の指針に基づき 、 地域移行等意向確認等を実施
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し 、 アセス メ ント の際に地域移行等意向確認等において把握又は確認し た内容をサー

ビス 管理責任者に報告する と と も に、 当該内容を第 2 7 条第 6 項に規定する 施設障害

福祉サービス 計画の作成に係る 会議に報告し なければなら ない。

3 　 地域移行等意向確認担当者は、 地域移行等意向確認等に当たっては、 法第 7 7 条第

3 項各号に掲げる 事業を行う 者又は一般相談支援事業若し く は特定相談支援事業を行

う 者と 連携し 、 地域における 障害福祉サービス の体験的な利用に係る 支援その他の地

域生活への移行に向けた支援を行う よ う 努めなければなら ない。

　 　 第 5 1 条に次の 2 項を加える 。

3 　 指定障害者支援施設は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する 医療に関する 法律

（ 平成 1 0 年法律第 1 1 4 号） 第 6 条第 1 7 項に規定する 第二種協定指定医療機関（

次項において「 第二種協定指定医療機関」 と いう 。 ） と の間で、 新興感染症（ 同条第

7 項に規定する 新型イ ンフ ルエンザ等感染症、 同条第 8 項に規定する 指定感染症又は

同条第 9 項に規定する 新感染症をいう 。 次項において同じ 。 ） の発生時等の対応を取

り 決める よ う に努めなければなら ない。

4 　 指定障害者支援施設は、 協力医療機関が第二種協定指定医療機関である 場合におい

ては、 当該第二種協定指定医療機関と の間で、 新興感染症の発生時等の対応について

協議を行わなければなら ない。

　 第 5 7 条第 4 項中「 によ り 知事」 の次に「 （ 地方自治法（ 昭和 2 2 年法律第 6 7 号）

第 2 5 2 条の 1 9 第 1 項の指定都市（ 以下「 指定都市」 と いう 。 ） にあっては、 当該指

定都市の市長。 以下同じ 。 ） 」 を加える 。

　 　 第 5 8 条を次のよ う に改める 。

　 第 5 8 条　 削除

　 （ 熊本県障害福祉サービス 事業の設備及び運営の基準に関する 条例の一部改正）

第 4 条　 熊本県障害福祉サービス 事業の設備及び運営の基準に関する 条例（ 平成 2 4 年熊

本県条例第 7 8 号） の一部を次のよ う に改正する 。

　 第 2 条第 2 項第 3 号中「 、 医療型児童発達支援（ 同条第 3 項に規定する 医療型児童発

達支援をいう 。 ） の事業」 を削り 、 「 同条第 4 項」 を「 同条第 3 項」 に、 「 同条第 5 項」

を「 同条第 4 項」 に、 「 同条第 6 項」 を「 同条第 5 項」 に改める 。

　 第 1 6 条中第 5 項を第 6 項と し 、 第 2 項から 第 4 項ま でを 1 項ずつ繰り 下げ、 第 1 項

の次に次の 1 項を加える 。

2 　 療養介護事業者は、 利用者が自立し た日常生活又は社会生活を営むこ と ができ る よ

う 、 利用者の意思決定の支援に配慮する よ う 努めなければなら ない。

　 第 1 7 条第 1 0 項中「 第 7 項」 を「 第 8 項」 に、 「 第 8 項」 を「 第 9 項」 に改め、 同

項を同条第 1 1 項と し 、 同条第 9 項を同条第 1 0 項と し 、 同条第 8 項を同条第 9 項と し 、
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同条第 7 項中「 利用者」 の次に「 及び当該利用者又は障害児の保護者に対し て指定計画

相談支援（ 法第 5 1 条の 1 7 第 2 項に規定する 指定計画相談支援をいう 。 以下同じ 。 ）

又は指定障害児相談支援（ 児童福祉法第 2 4 条の 2 6 第 2 項に規定する 指定障害児相談

支援をいう 。 ） を行う 者（ 以下「 指定特定相談支援事業者等」 と いう 。 ） 」 を加え、 同

項を同条第 8 項と し 、 同条第 6 項中「 第 4 項」 を「 第 5 項」 に改め、 同項を同条第 7 項

と し 、 同条第 5 項中「 利用者」 の次に「 及び当該利用者」 を加え、 「 開催し 」 の次に「 、

当該利用者の生活に対する 意向等を改めて確認する と と も に」 を加え、 同項を同条第 6

項と し 、 同条第 4 項を同条第 5 項と し 、 同条第 3 項を同条第 4 項と し 、 同条第 2 項中「

行い」 を「 行う と と も に、 利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮し つつ」

に改め、 同項の次に次の 1 項を加える 。

3 　 サービス 管理責任者は、 アセス メ ント に当たっては、 利用者が自ら 意思を決定する

こ と に困難を抱える 場合には、 適切に意思決定の支援を行う ため、 当該利用者の意思

及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握し なければなら ない。

　 　 第 1 8 条に次の 1 項を加える 。

2 　 サービス 管理責任者は、 業務を行う に当たっては、 利用者の自己決定の尊重を原則

と し た上で、 利用者が自ら 意思を決定する こ と に困難を抱える 場合には、 適切に利用

者への意思決定の支援が行われる よ う 努めなければなら ない。

　 第 3 9 条中「 又は作業療法士」 を「 、 作業療法士又は言語聴覚士」 に改める 。

　 第 4 4 条の 2 第 1 項中「 障害者就業・ 生活支援センタ ー」 の次に「 （ 障害者の雇用の

促進等に関する 法律（ 昭和 3 5 年法律第 1 2 3 号） 第 2 7 条第 2 項に規定する 障害者就

業・ 生活支援センタ ーをいう 。 以下同じ 。 ） 」 を加える 。

　 第 5 2 条中「 又は作業療法士」 を「 、 作業療法士又は言語聴覚士」 に改める 。

　 第 5 4 条中「 第 6 3 条第 1 項」 を「 第 6 1 条の 2 」 に改める 。

　 第 5 5 条中「 同条第 8 項」 を「 同条第 9 項」 に改める 。

　 第 5 8 条第 4 項中「 前項第各号」 を「 前項各号」 に改める 。

　 第 6 0 条中「 同条第 8 項」 を「 同条第 9 項」 に改める 。

　 第 6 1 条の次に次の 1 条を加える 。

　 　 （ 規模）

第 6 1 条の 2 　 就労移行支援の事業を行う 者（ 以下「 就労移行支援事業者」 と いう 。 ）

が当該事業を行う 事業所（ 以下「 就労移行支援事業所」 と いう 。 ） は、 1 0 人以上の

人員が利用でき る 規模を有し なければなら ない。

　 第 6 3 条第 1 項各号列記以外の部分中「 就労移行支援の事業を行う 者（ 以下「 就労移

行支援事業者」 と いう 。 ） が当該事業を行う 事業所（ 以下「 就労移行支援事業所」 と い

う 。 ） 」 を「 就労移行支援事業所」 に改める 。
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　 第 6 9 条中「 第 3 8 条ま で」 を「 第 3 6 条ま で、 第 3 8 条」 に、 「 同条第 8 項」 を「

同条第 9 項」 に改め、 「 第 3 7 条ただし 書及び」 を削る 。

　 第 8 8 条第 1 項中「 、 指定医療型児童発達支援（ 指定通所支援等基準条例第 6 2 条に

規定する 指定医療型児童発達支援をいう 。 ） の事業」 を削る 。

第 5 条　 熊本県障害福祉サービス 事業の設備及び運営の基準に関する 条例の一部を次のよ

う に改正する 。

　 　
目次中「 第 5 章　 自立訓練（ 生活訓練） （ 第 5 6 条－第 6 0 条） 」 を

「 第 5 章　 自立

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 第 5 章の 2

　 訓練（ 生活訓練） （ 第 5 6 条－第 6 0 条）

　 就労選択支援（ 第 6 0 条の 2 －第 6 0 条の 8 ） 」
に改める 。

　 　 第 3 条第 1 項中「 次章から 」 の次に「 第 5 章ま で及び第 6 章から 」 を加える 。

　 　 第 5 章の次に次の 1 章を加える 。

　 　 　 　 第 5 章の 2 　 就労選択支援

　 　 （ 基本方針）

第 6 0 条の 2 　 就労選択支援の事業は、 利用者が自立し た日常生活又は社会生活を営む

こ と ができ る よ う 、 施行省令第 6 条の 7 の 2 に規定する 者につき 、 短期間の生産活動

その他の活動の機会の提供を通じ て、 就労に関する 適性、 知識及び能力の評価並びに

施行省令第 6 条の 7 の 3 に規定する 事項の整理を行い、 又はこ れに併せて、 当該評価

及び当該整理の結果に基づき 、 施行省令第 6 条の 7 の 4 に規定する 便宜を適切かつ効

果的に供与する も のでなければなら ない。

　 　 （ 規模）

第 6 0 条の 3 　 就労選択支援の事業を行う 者（ 以下「 就労選択支援事業者」 と いう 。 ）

が当該事業を行う 事業所（ 以下「 就労選択支援事業所」 と いう 。 ） は、 1 0 人以上の

人員が利用でき る 規模を有し なければなら ない。

　 　 （ 従業者の配置の基準）

第 6 0 条の 4 　 就労選択支援事業所に有し なければなら ない就労選択支援員（ 就労選択

支援の提供に当たる 者と し て厚生労働大臣が定める 者をいう 。 以下同じ 。 ） の数は、

就労選択支援事業所ごと に、 常勤換算方法で、 利用者の数を 1 5 で除し た数以上と す

る 。

2 　 前項の利用者の数は、 前年度の平均値と する 。 ただし 、 新規に事業を開始する 場合

は、 推定数によ る 。

3 　 第 1 項に規定する 就労選択支援事業所の就労選択支援員は、 専ら 当該就労選択支援

事業所の職務に従事する 者でなければなら ない。 ただし 、 利用者の支援に支障がない

場合はこ の限り でない。
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　 　 （ 実施主体）

第 6 0 条の 5 　 就労選択支援事業者は、 就労移行支援又は就労継続支援に係る 指定障害

福祉サービス 事業者であって、 過去 3 年以内に当該事業者の事業所の 3 人以上の利用

者が新たに通常の事業所に雇用さ れたも のその他のこ れら と 同等の障害者に対する 就

労支援の経験及び実績を有する 事業者でなければなら ない。

　 　 （ 評価及び整理の実施）

第 6 0 条の 6 　 就労選択支援事業者は、 短期間の生産活動その他の活動の機会を通じ て、

就労に関する 適性、 知識及び能力の評価並びに施行省令第 6 条の 7 の 3 に規定する 事

項の整理（ 以下こ の章において「 アセス メ ント 」 と いう 。 ） を行う も のと する 。

2 　 障害者就業・ 生活支援センタ ーその他の機関がアセス メ ント と 同様の評価及び整理

を実施し た場合には、 就労選択支援事業者は、 当該同様の評価及び整理をも って、 ア

セス メ ント の実施に代える こ と ができ る 。 こ の場合において、 就労選択支援事業者は、

次項の規定によ る 会議の開催、 アセス メ ント の結果の作成又は指定障害福祉サービス

事業者その他の関係機関と の連絡調整に当たり 、 当該障害者就業・ 生活支援センタ ー

その他の機関に対し 、 当該会議への参加その他の必要な協力を求める こ と ができ る 。

3 　 就労選択支援事業者は、 アセス メ ント の結果の作成に当たり 、 利用者及び市町村、

指定特定相談支援事業者等、 公共職業安定所その他の関係機関の担当者等を招集し て

会議（ テレ ビ電話装置等を活用し て行う こ と ができ る も のと する 。 ） を開催し 、 当該

利用者の就労に関する 意向を改めて確認する と と も に、 当該担当者等に意見を求める

も のと する 。

4 　 就労選択支援事業者は、 アセス メ ント の結果を作成し たと き は、 当該結果に係る 情

報を利用者及び指定特定相談支援事業者等に提供し なければなら ない。

　 　 （ 関係機関と の連絡調整等の実施）

第 6 0 条の 7 　 就労選択支援事業者は、 アセス メ ント の結果を踏ま え、 必要に応じ て公

共職業安定所、 障害者就業・ 生活支援センタ ーその他の関係機関と の連絡調整を行わ

なければなら ない。

2 　 就労選択支援事業者は、 法第 8 9 条の 3 第 1 項に規定する 協議会への定期的な参加、

公共職業安定所への訪問等によ り 、 地域における 就労支援に係る 社会資源、 雇用に関

する 事例等に関する 情報の収集に努める と と も に、 利用者に対し て進路選択に資する

情報を提供する よ う 努めなければなら ない。

　 　 （ 準用）

第 6 0 条の 8 　 第 8 条、 第 9 条（ 第 2 項第 1 号を除く 。 ） 、 第 1 3 条から 第 1 6 条ま で、

第 1 9 条、 第 2 4 条から 第 2 6 条ま で、 第 2 8 条から 第 3 2 条の 2 ま で、 第 3 4 条か

ら 第 3 6 条ま で、 第 3 8 条、 第 4 1 条、 第 4 3 条、 第 4 4 条及び第 4 5 条から 第 4 9
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条ま での規定は、 就労選択支援の事業について準用する 。 こ の場合において、 第 9 条

第 2 項第 2 号中「 第 2 8 条第 2 項」 と ある のは「 第 6 0 条の 8 において準用する 第 2

　 8 条第 2 項」 と 、 同項第 3 号中「 第 3 0 条第 2 項」 と ある のは「 第 6 0 条の 8 におい

て準用する 第 3 0 条第 2 項」 と 、 同項第 4 号中「 第 3 2 条第 2 項」 と ある のは「 第 6

　 0 条の 8 において準用する 第 3 2 条第 2 項」 と 、 第 1 6 条第 1 項中「 次条第 1 項に規

定する 療養介護計画に基づき 、 利用者の心身の状況等に応じ て」 と ある のは「 利用者

の心身の状況等に応じ て」 と 読み替える も のと する 。

　 　 第 6 8 条の次に次の 1 条を加える 。

　 　 （ 就労選択支援に関する 情報提供）

第 6 8 条の 2 　 就労移行支援事業者は、 利用者に対し 、 指定計画相談支援を行う 者と 連

携し 、 定期的に就労選択支援に関する 情報提供を行う も のと する 。

　 第 8 4 条中「 及び第 5 3 条」 を「 、 第 5 3 条及び第 6 8 条の 2 」 に改める 。

　 第 8 7 条中「 第 5 3 条」 の次に「 、 第 6 8 条の 2 」 を加える 。

　 （ 熊本県障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する 条例の一部改正）

第 6 条　 熊本県障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する 条例（ 平成 2 4 年熊本県条

例第 7 9 号） の一部を次のよ う に改正する 。

　 　 第 3 条に次の 2 項を加える 。

4 　 障害者支援施設は、 利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮し つつ、 利

用者の地域生活への移行に関する 意向を把握し 、 当該意向を定期的に確認する と と も

に、 法第 7 7 条第 3 項各号に掲げる 事業を行う 者又は一般相談支援事業（ 法第 5 条第

1 8 項に規定する 一般相談支援事業をいう 。 以下同じ 。 ） 若し く は特定相談支援事業

（ 同項に規定する 特定相談支援事業をいう 。 以下同じ 。 ） を行う 者と 連携を図り つつ、

利用者の希望に沿って地域生活への移行に向けた措置を講じ なければなら ない。

5 　 障害者支援施設は、 利用者の当該障害者支援施設以外における 指定障害福祉サービ

ス 等（ 法第 2 9 条第 1 項に規定する 指定障害福祉サービス 等をいう 。 以下同じ 。 ） の

利用状況等を把握する と と も に、 利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮

し つつ、 利用者の当該障害者支援施設以外における 指定障害福祉サービス 等の利用に

関する 意向を定期的に確認し 、 一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う 者と 連

携を図り つつ、 必要な援助を行わなければなら ない。

　 　 第 1 1 条中「 又は作業療法士」 を「 、 作業療法士又は言語聴覚士」 に改める 。

　 第 1 8 条中第 5 項を第 6 項と し 、 第 2 項から 第 4 項ま でを 1 項ずつ繰り 下げ、 第 1 項

の次に次の 1 項を加える 。

2 　 障害者支援施設は、 利用者が自立し た日常生活又は社会生活を営むこ と ができ る よ

う 、 利用者の意思決定の支援に配慮する よ う 努めなければなら ない。



55

　 第 1 9 条第 1 0 項中「 第 7 項」 を「 第 8 項」 に、 「 第 8 項」 を「 第 9 項」 に改め、 同

項を同条第 1 1 項と し 、 同条第 9 項を同条第 1 0 項と し 、 同条第 8 項を同条第 9 項と し 、

同条第 7 項中「 利用者」 の次に「 及び当該利用者に対し て指定計画相談支援（ 法第 5 1

条の 1 7 第 2 項に規定する 指定計画相談支援をいう 。 ） を行う 者」 を加え、 同項を同条

第 8 項と し 、 同条第 6 項中「 第 4 項」 を「 第 5 項」 に改め、 同項を同条第 7 項と し 、 同

条第 5 項中「 利用者」 の次に「 及び当該利用者」 を、 「 担当者等」 の次に「 （ 地域移行

等意向確認担当者を含む。 ） 」 を、 「 開催し 」 の次に「 、 当該利用者の生活に対する 意

向等を改めて確認する と と も に」 を加え、 同項を同条第 6 項と し 、 同条第 4 項を同条第

5 項と し 、 同条第 3 項を同条第 4 項と し 、 同条第 2 項中「 行い」 を「 行う と と も に、 利

用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮し つつ」 に改め、 同項に後段と し て次

のよ う に加える 。

　 こ の場合において、 サービス 管理責任者は、 第 2 0 条の 3 第 1 項の地域移行等意向

確認担当者（ 以下「 地域移行等意向確認担当者」 と いう 。 ） が把握し た利用者の地域

生活への移行に関する 意向等を踏ま える も のと する 。

　 　 第 1 9 条第 2 項の次に次の 1 項を加える 。

3 　 サービス 管理責任者は、 アセス メ ント に当たっては、 利用者が自ら 意思を決定する

こ と に困難を抱える 場合には、 適切に意思決定の支援を行う ため、 当該利用者の意思

及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握し なければなら ない。

　 　 第 2 0 条に次の 1 項を加える 。

2 　 サービス 管理責任者は、 業務を行う に当たっては、 利用者の自己決定の尊重を原則

と し た上で、 利用者が自ら 意思を決定する こ と に困難を抱える 場合には、 適切に利用

者への意思決定の支援が行われる よ う 努めなければなら ない。

　 　 第 2 0 条の次に次の 2 条を加える 。

　 　 （ 地域と の連携等）

第 2 0 条の 2 　 障害者支援施設は、 施設障害福祉サービス の提供に当たっては、 地域住

民と 連携し 、 又はその自発的な活動等に協力する 等地域と の交流を図ら なければなら

ない。

2 　 障害者支援施設は、 利用者が地域住民と 交流でき る 機会を確保する よ う 努めなけれ

ばなら ない。

3 　 障害者支援施設は、 施設障害福祉サービス の提供に当たっては、 利用者及びその家

族、 地域住民の代表者、 施設障害福祉サービス について知見を有する 者並びに市町村

の担当者等によ り 構成さ れる 協議会（ テレ ビ電話装置等を活用し て行う こ と ができ る

も のと する 。 以下こ の条において「 地域連携推進会議」 と いう 。 ） を開催し 、 おおむ

ね 1 年に 1 回以上、 地域連携推進会議において、 事業の運営に係る 状況を報告する と
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と も に、 必要な要望、 助言等を聴く 機会を設けなければなら ない。

4 　 障害者支援施設は、 前項に規定する 地域連携推進会議の開催のほか、 おおむね 1 年

に 1 回以上、 地域連携推進会議の構成員が障害者支援施設を見学する 機会を設けなけ

ればなら ない。

5 　 障害者支援施設は、 第 3 項の報告、 要望、 助言等についての記録を作成する と と も

に、 当該記録を公表し なければなら ない。

6 　 前 3 項の規定は、 障害者支援施設がその提供する 施設障害福祉サービス の質に係る

外部の者によ る 評価及び当該評価の実施状況の公表又はこ れに準ずる 措置と し て知事

が定める も のを講じ ている 場合には、 適用し ない。

　 　 （ 地域移行等意向確認担当者の選任等）

第 2 0 条の 3 　 障害者支援施設は、 利用者の地域生活への移行に関する 意向の把握、 利

用者の当該障害者支援施設以外における 指定障害福祉サービス 等の利用状況等の把握

及び利用者の当該障害者支援施設以外における 指定障害福祉サービス 等の利用に関す

る 意向の定期的な確認（ 以下こ の条において「 地域移行等意向確認等」 と いう 。 ） を

適切に行う ため、 地域移行等意向確認等に関する 指針を定める と と も に、 地域移行等

意向確認担当者を選任し なければなら ない。

2 　 地域移行等意向確認担当者は、 前項の指針に基づき 、 地域移行等意向確認等を実施

し 、 アセス メ ント の際に地域移行等意向確認等において把握又は確認し た内容をサー

ビス 管理責任者に報告する と と も に、 当該内容を第 1 9 条第 6 項に規定する 施設障害

福祉サービス 計画の作成に係る 会議に報告し なければなら ない。

3 　 地域移行等意向確認担当者は、 地域移行等意向確認等に当たっては、 法第 7 7 条第

3 項各号に掲げる 事業を行う 者又は一般相談支援事業若し く は特定相談支援事業を行

う 者と 連携し 、 地域における 障害福祉サービス の体験的な利用に係る 支援その他の地

域生活への移行に向けた支援を行う よ う 努めなければなら ない。

　 　 第 4 0 条に次の 2 項を加える 。

3 　 障害者支援施設は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する 医療に関する 法律（ 平

成 1 0 年法律第 1 1 4 号） 第 6 条第 1 7 項に規定する 第二種協定指定医療機関（ 次項

において「 第二種協定指定医療機関」 と いう 。 ） と の間で、 新興感染症（ 同条第 7 項

に規定する 新型イ ンフ ルエンザ等感染症、 同条第 8 項に規定する 指定感染症又は同条

第 9 項に規定する 新感染症をいう 。 次項において同じ 。 ） の発生時等の対応を取り 決

める よ う 努めなければなら ない。

4 　 障害者支援施設は、 協力医療機関が第二種協定指定医療機関である 場合においては、

当該第二種協定指定医療機関と の間で、 新興感染症の発生時等の対応について協議を

行わなければなら ない。
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　 　 第 4 4 条を次のよ う に改める 。

　 第 4 4 条　 削除

　 　 　 附　 則

　 （ 施行期日）

1 　 こ の条例は、 令和 6 年 4 月 1 日から 施行する 。 ただし 、 第 2 条及び第 5 条の規定は、

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する ための法律等の一部を改正する 法律

（ 令和 4 年法律第 1 0 4 号） 附則第 1 条第 4 号に掲げる 規定の施行の日から 施行する 。

　 （ 経過措置）

2 　 こ の条例の施行の日から 令和 7 年 3 月 3 1 日ま での間、 第 1 条の規定によ る 改正後の

熊本県指定障害福祉サービス の事業等の人員、 設備及び運営の基準等に関する 条例（ 以

下「 新指定障害福祉サービス 基準条例」 と いう 。 ） 第 1 9 8 条の 7 （ 新指定障害福祉サ

ービス 基準条例第 2 0 1 条の 2 2 において準用する 場合を含む。 以下同じ 。 ） 及び第 1

　 9 8 条の 1 0 の規定の適用については、 新指定障害福祉サービス 基準条例第 1 9 8 条の

7 第 2 項及び第 3 項並びに第 1 9 8 条の 1 0 第 2 項及び第 3 項中「 設けなければ」 と あ

る のは「 設ける よ う 努めなければ」 と 、 新指定障害福祉サービス 基準条例第 1 9 8 条の

7 第 4 項及び第 1 9 8 条の 1 0 第 4 項中「 公表し なければ」 と ある のは「 公表する よ う

努めなければ」 と する 。

3 　 こ の条例の施行の日から 令和 7 年 3 月 3 1 日ま での間、 第 3 条の規定によ る 改正後の

熊本県指定障害者支援施設の人員、 設備及び運営の基準等に関する 条例（ 以下「 新指定

障害者支援施設基準条例」 と いう 。 ） 第 2 8 条の 2 の規定の適用については、 同条第 3

項及び第 4 項中「 設けなければ」 と ある のは「 設ける よ う 努めなければ」 と 、 同条第 5

項中「 公表し なければ」 と ある のは「 公表する よ う 努めなければ」 と する 。

4 　 こ の条例の施行の日から 令和 8 年 3 月 3 1 日ま での間、 新指定障害者支援施設基準条

例第 2 8 条の 3 の規定の適用については、 同条第 1 項中「 選任し なければ」 と ある のは

「 選任する よ う 努めなければ」 と 、 同条第 2 項中「 報告し なければ」 と ある のは「 報告

する よ う 努めなければ」 と する 。

5 　 こ の条例の施行の日から 令和 7 年 3 月 3 1 日ま での間、 第 6 条の規定によ る 改正後の

熊本県障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する 条例（ 以下「 新障害者支援施設基

準条例」 と いう 。 ） 第 2 0 条の 2 の規定の適用については、 同条第 3 項及び第 4 項中「

設けなければ」 と ある のは「 設ける よ う 努めなければ」 と 、 同条第 5 項中「 公表し なけ

れば」 と ある のは「 公表する よ う 努めなければ」 と する 。

6 　 こ の条例の施行の日から 令和 8 年 3 月 3 1 日ま での間、 新障害者支援施設基準条例第

2 0 条の 3 の規定の適用については、 同条第 1 項中「 選任し なければ」 と ある のは「 選

任する よ う 努めなければ」 と 、 同条第 2 項中「 報告し なければ」 と ある のは「 報告する
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よ う 努めなければ」 と する 。

　 （ 提案理由）

　 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する ための法律に基づく 指定障害福祉サ

ービス の事業等の人員、 設備及び運営に関する 基準（ 平成 1 8 年厚生労働省令第 1 7 1 号）

の一部改正等を踏ま え、 関係条例の規定を整備する 必要がある 。

　 こ れが、 こ の条例案を提出する 理由である 。


